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＜基礎答練 国年法 問３-Ｂ及びＣ＞ 
 
２ 政府は、少なくとも  Ｂ  、保険料及び国庫負

担の額並びに国民年金法による給付に要する費用の

額その他の国民年金事業の財政に係る収支について

その現況及び財政均衡期間における見通し（以下

「財政の現況及び見通し」という）を作成しなけれ

ばならない。 
財政均衡期間は、財政の現況及び見通しが作成

される年以降おおむね  Ｃ  とする。 

 （解答  Ｂ  → ⑱５年ごとに）

 （解答  Ｃ  → ②100年間） 

第４６回 社労士試験 問題 
〔選択式〕 国民年金法 【空欄Ａ及びＣ】
 
１ 政府は、少なくとも  Ａ  年ごとに、保険料及

び国庫負担の額並びに国民年金法による給付に要す

る費用の額その他の国民年金事業の財政に係る収

支について、その現況及び Ｂ（⑩財政均衡）期

間における見通しを作成しなければならない。 

この期間は、財政の現況及び見通しが作成され

る年以降おおむね  Ｃ  年間とする。 

 （解答  Ａ  → ②５） 

 （解答  Ｃ  → ⑧100） 


